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①市民（Ａ）から事務局へ問合せ 
(近隣の利用申込相談員を紹介) 
実施規程11条 
 

③利用希望者へのADR法14条に基づく説明〈対Ａ〉 
(利用申込相談員事務所にて) 実施規程12条 

 

⑤事務長(運営委員長)の受理・不受理決定 
          実施規程14条 

申込書等の返還 
 実施規程14条 

⑥事件管理者の選任（事務長が選任） 
原則、利用申込相談員が就く  
実施規程15条 

 

利用申込書、申込手数料及び手続実

施手数料（第１回から第３回までの

期日に係るもの）の受領 
 

 

⑦事件管理者による相手方への通知 
（相手方Ｂへ通知）実施規程16条 

 

⑨調停人の選任(センター長＝本会会長) 
実施規程18条 

⑧事件管理者による相手方の出頭可能性の確認 
（相手方へのADR法14条の説明） 

実施規程16条、17条 

⑩事件管理者又は手続実施者による概要書面の交

付及び説明・利用者の同意 
実施規程23条 
 
 

②利用申込相談員によるADR手続き

に関する相談〈対Ａ〉 
  

④Ａの利用申込受付 
（静岡県司法書士会事務局にて） 
実施規程14条 

応諾 
Ｂより拒否又は出席意思不表明 

終了 

【法６条１号関係】実施規程４条 

説明【法14条関係】実施規程12条 
 ・説明者：利用申込相談員 

【法6条8号、15号関係】 
 ・調停申込書作成  
 ・必要書類を添付の上、 

本会事務局に提出 実施規程13条 
 ・申立手数料20000円（税別） 
（現金もしくは振込納付）手数料規程5条 
 ・手続実施手数料10000円（税別） 
  3期日分を申込手数料と同時に納付 
（現金もしくは振込納付）手数料規程6条 

【法6条9号、6号、14条関係】 
・ 申込の概要を記した書面、回答書 

及び説明書 郵送 
            （書留郵便） 
  実施規程16条、17条、9条 

【法6条2号、3号関係】 
 設置規則12条、13条 
 運営規程 10条 
実施規程19条、20条、21条 
22条 

・実質的支配者等による不当な影響の排除 
 【法６条4号関係】実施規程7条 

手続の進行 
 【法6条７号関係】 
  実施規程26～32条 

資料の取扱い 
 【法６条10号関係】 
  実施規程35条 

不受理 

受理 

受付担当者案件審査 
  

【法６条８号】 
 調停の実施を依頼する旨等を 
事件管理者に通知 

 実施規程17条 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑫次回（第２回目）続行となる事件の場合の説明・確認事項 

⑪第１回目期日（調停開始） 
事件管理者による第１回期日日程調整 実施規程24条 
 

手 続 実 施 手 数 料 

10000円（税別） 

【法6条15号関係】 
 報酬規程6条 

手続実施者による終了 調停の終了 
Ａの取下げ 
Ｂの離脱 

  当事者による手続の終了 

⑭合意成立による終了 
  実施規程28条  

【法6条13号関係】 
実施規程31条、32条 

【法6条12号関係】 
 実施規程29条、30条 
  

⑬第４回期日以降 


